
当社における適時開示体制の概要を模式図で示すと次のとおりであります。

情報の発生

情報取扱責任者

　ＰＲ情報 検討・判断

開示文書作成

取締役会 情報取扱責任者

情 報 開 示

≪情報収集≫

情報取扱責任者は情報管理責任者より情報

を収集するとともに、適時開示情報に該当す

るかを選別する。
社 長

その他必要と認めた者

≪社長相談≫

社長その他必要と認めた者へ

状況を報告し、相談する。

≪開示文書の作成指示≫

情報取扱責任者より

・決算に関しては経理部の担当者

・決定事実及び発生事実に関しては

経営管理本部の担当者

に対して開示文書の作成指示をする。

≪開示文書のチェック≫

開示文書作成者は、開示文書を作成し、情

報取扱責任者及び社長に報告し、内容確認を

依頼する他、必要に応じて専門家（主幹事証

券等）のアドバイスを受ける。

≪有益性の判断≫

情報取扱責任者又は社長は、適

時開示情報に該当しないが有益と

判断する情報は、経営管理本部の

担当者に対し開示文書の作成を指

示する。

≪取締役会承認≫

原則として状況報告を行い、

取締役会の承認を得る。

≪情報開示≫

情報取扱責任者は、以下の開示ルールに従い情

報を開示する。

・取引所 ⇒ TDnetで速やかに開示する。

・社外(当社ウェブサイトなど) ⇒ 取引所

及び記者クラブへの情報開示後速やかに開示

する。

・一般社員(社員) ⇒ 取引所及び記者

クラブへの情報開示後速やかに開示する。


